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最初期のラジオ学校放送にかんする
歴史認識の構築と定着

佐　藤　知　条

1. はじめに

　学校教育での利用を意図して制作された教育的な放送（以下「学校放送」とい

う）は現在、番組の放送のみならずインターネットを介して動画や学習材、教師

用資料の提供もおこなわれるなど総合的な教育メディアのサーヴィスとして展開

され (1)、授業等での利用率も高い水準にあることが示されている (2)。学校放送は

わが国の教育メディアの中でも長い歴史を有しており、その出発点は日本放送協

会がラジオで学校放送の全国放送を開始した 1935 年にさかのぼることができる。

　本稿では 1935 年から数年間の学校放送の動向についての歴史認識がいかに構

築されてきたのかを検討する。75 年以上の歴史をもつ学校放送だが、これまで

の研究においてはもっとも初期にあたる時期の学校放送のあり方が分析されるこ

とは少なく、その意義や課題なども検討されてはこなかった。本稿の試みはその

理由の一端をあきらかにすることでもあり、そこから今後の学校放送史研究の課

題を提示することも目ざす。

　このとき注目するのは 1971 年に出版された『放送教育大事典』(3)（以下「大事典」

という）における記述とその背後にある歴史認識である。大事典は戦後の学校教

育において主要な教育メディアとなったテレビの学校放送にかかわる記述を中心

に、視聴覚教育全般についての理論から放送技術の最新動向など広く放送に関連

した内容までを項目別に 600 頁以上にわたって詳述している書籍である。事典

（encyclopedia）とは事物や事柄、事象、事件についての解説を集成した書物である。

そのため、そこに記された内容は著者個人の見解や考察ではなく、事典が扱って

いる領域の構成者間において一定の理解と同意が得られた事実として位置づけら

れる傾向にあると考えられる。また一般的に事典は複数の監修者や執筆者が関与
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して制作されるために、個人および彼らの立場や地位に付帯する権威が輻輳する

ことによってその傾向は強まるといえる。さらに大事典についていえば、学校放

送の利用が最盛期を迎えようとしていたときに、教育学および教育工学を中心と

して多くの専門領域の専門家を執筆者に招いて、研究や教育実践の発展のために

専門用語や概念を明確に解説することを目的として作られたという個別の事情も

ある (4)。そのため大事典の記述が、以降の研究や実践に対して与えた影響は少な

くなかったと考えられる。このような理由から大事典を研究上重要な資料として

位置づける。

　以下ではまず、最初期の学校放送についての歴史認識においては番組の制作関

係者による体験の回顧が強く影響していたことを論じる。ついで、それがいかに

大事典の記述に反映されているかを検討する。そのうえで、出版の目的をふまえ

て大事典の記述が以降の研究および実践に対して与えてきた影響について考察す

る。

2. 最初期のラジオ学校放送の歴史認識の問題点

　本稿ではラジオ学校放送の最初期を、全国放送が開始された 1935 年から国民

学校令によって学校放送が正規の教材として位置づけられる 1941 年までの間と

する (5)。この期間は従来の学校放送史研究において重要な位置づけを与えられて

こなかった。このことを近年の研究成果を概観しながら確認したい。

　佐藤（2011）は日本放送協会の機関誌『放送』(6) に掲載された制作関係者の論

稿を分析し、彼らが小学校にむけた番組と勤労青年を対象とした教育機関である

青年学校にむけた番組をともに「学校放送」と位置づけていたことを示した。そ

のうえで、利用者の組織化や集団的な聴取方法の開発など、現在の教育的なメディ

ア利用につながる試みが青年学校むけの番組を中心にして実施されていたことを

あきらかにしている (7)。つまり最初期のラジオ学校放送をとらえるときには、小

学校むけの放送だけではなく青年学校むけの放送も含めて包括的に「学校放送」

として把握することが現在との連続性を考えたうえで重要であり、また妥当だと

いう主張がなされたのだ。
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　だが、この見解は新資料の発見によって見いだされたものではない。『放送』

は大学等の研究機関をはじめとした複数の図書館で閲覧可能な雑誌であり、いわ

ゆる稀覯本ではない (8)。この事実は、これまで長いあいだ最初期の学校放送に対

して注目がなされてこなかったこと、それゆえに重要性が見いだされてこなかっ

たことを示しているといえるだろう。注目の欠如は研究書の記述にも見られる。

たとえば、『学校放送の新展開　学校教育における放送利用の総合的研究』（1978

年）では、1935 年から全国放送が開始されたが、その後数年が経過しても教育

界全体の放送に対する批判的な空気は払拭できず、自主的な番組制作が開始され

たのは国民学校令による法的な認可以後であったとして、1941 年を学校放送の

実質的な開始年として位置づけている (9)。

　最初期の学校放送の範囲を小学校への放送番組のみに限定し、かつ 1941 年を

原点とする見方には、当事者による回顧的な記録の影響が強くあらわれていると

考えられる。戦後、最初期の番組制作関係者が過去の体験を語り、記述するよう

になった。みずからの経験をもっとも多く語り、記録して残した制作者である西

本三十二は最初期のラジオ学校放送を巡る状況として、放送局内においてはラジ

オ放送自体が開始直後で課題が多いにもかかわらず、監督官庁である文部省の協

力が得られず「八方ふさがりの事業」になっている領域に手をつける必要がある

のかという批判的な空気が流れていたと振り返っている (10)。また、教科書を中

心とした授業に対する保守的な傾向が強い日本の学校教育においては、教師も

放送の利用に無関心だったとも述べている。そのために 1935 年の全国放送開始

にさきがけて 1933 年に大阪でおこなわれた実験的な学校放送の実施は「奇跡的」

だったと述懐している (11)。さらに全国放送開始当初の東京放送局では 5 人で学

校放送のすべての業務をこなさざるを得なかったとして 1935 年以降も放送局内

での立場が改善されなかったことをほのめかしている。また西本は彼らのなかの

一人が学校放送を担当後 2 年で病に倒れたことに触れ、「第一の犠牲者」と呼ん

で放送局内での不遇を憤ってもいる (12)。このように放送開始後も内外から理解

が得られていなかったことを強く表明しているのだ。

　また文部省の事務官を経て最初期の学校放送番組制作にかかわった森本勉も、

放送を活用しようとする教員は「特志家」あるいは「新進気鋭の教師」のみで、
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その利用法も「従来の教室授業の改善を試みたテスト」にすぎなかったとしてい

る (13)。教師の保守性ゆえに放送利用の広がりが生じなかったというのだ。さら

に放送の教育利用の重要性を理解しない文部省の姿勢を「本省の怠慢」と断じる

とともに、全国放送開始以前に放送局側が文部省に対して政治的な工作を働きか

けたにもかかわらず、それが功を奏さなかったとして行政当局の保守的な姿勢を

皮肉交じりに「教権護持の信念の根強さには、敬服のほかあるまい」と述べてい

る (14)。こうした背景からであろう、森本はみずからの論の中で学校放送が法的

な認可を受ける 1941 年までの間を「前史」として総括するに至っている (15)。こ

のような、戦後になってから最初期の制作関係者が回顧して記述した過去の姿が

歴史認識のあり方に影響を与えていたと考えることができる。

　なお、先に取りあげた佐藤の研究においてとくに照準されているのは、1935

年当時東京におけるラジオ学校放送の制作部局である教養部の部長だった小尾範

治が発表した論考である。小尾は 1934 年に日本放送協会に入局したが、直前ま

で文部省に在籍して社会教育課の初代課長を務めていた。そのためわが国の社会

教育史において重要な位置を占める人物といえ、彼の業績や思想にかんする研究

も多くおこなわれてきた (16)。すなわち放送開始時に小尾が主導的立場で番組制

作や利用の普及促進にかかわっていたということ自体が、小学校むけの「学校放

送」と社会教育機関である青年学校むけの「学校放送」との関連性を暗示してい

るにもかかわらず、これまでの学校放送史研究では小尾に注目したものは少な

い (17)。そのことと、小尾が後に当時の状況を回顧して語っていないということ

は無関係ではないだろう。

　また、制作関係者による過去の体験の回顧には具体性が伴っていないことも多

い。たとえば西本は学校放送が置かれていた状況を改善するために採用した具

体的な方略については部分的にしか言及していない (18)。森本は放送局関係者が

1935 年以前に文部省に対しておこなった事務的あるいは政治的な工作について

は言及しているが、全国放送開始後の動きについては触れていない。それにもか

かわらず、当事者である制作関係者による過去の回顧に依拠した歴史認識が構築

され、正統的なものとして位置づけられていったのは、どのような経緯によって

なのだろうか。この点について大事典をもとに検討していきたい。
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3. 大事典の記述の分析

3.1. 最初期の「学校放送」の記述

　本章では大事典における最初期の学校放送にかんする記述を分析して 2 つのこ

とをあきらかにしたい。まずは最初期の学校放送の範囲が限定されていること、

もう一つは記述内容に最初期の制作関係者による回顧の影響が見いだされること

である。

　大事典で最初期の学校放送について言及しているのは、「学校放送の歴史」と

いう項目においてである。そこでは学校放送が開始されてから軌道に乗るまでの

期間を〔前史〕〔学校放送の誕生〕〔学校放送の発展〕の 3 つの小項目に分けて、

つぎのように記述している。

学校放送の歴史

　〔前史〕［…］1930 年（昭和 5）、ラジオ第 2 放送が新設されたとき、各地

の放送局は、学校向け番組を作りはじめたが、これらは＜ラジオ体操＞＜郷

土の歴史＞といった課外活動の番組にすぎず、断続的であった。

　直接、教室のなかで利用される教科に関係のある番組を放送局がすぐに作

れなかった背景には、教育界の閉鎖的な姿勢があった。当時の文部省は、学

校教育を強い統制のもとにおき、一方では現場の教師も、明治以来の教科書

中心の指導法に固執し、必ずしも放送に好意的ではなかった。

　〔学校放送の誕生〕このような状況のなかで、特定層を対象とし、系統的

に教科内容をとりあげ、継続して放送する、いわゆる学校放送をはじめて作っ

たのは、大阪放送局である。［…］大阪放送局での 2 年間の放送を経て、学

校放送は 1935 年（昭和 10）4 月から全国放送されることになる。［…］

　〔学校放送の発展〕全国放送がはじまると、一部の教師の先導的な実践を

口火として、学校放送に対する教師の理解は次第に広がっていき、各地で放

送教育の研究会もおこなわれるようになった。文部省も学校教育の中で放送

が果たす役割の大きさをあらためて認識するようになった。1941 年（昭和

16）に公布された国民学校令施行規則第 41 条は、“ 文部大臣ノ指定スル種
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目ノ放送ハ、コレヲ授業ノ上ニ使用スルコトヲ得 ” とうたい、学校放送は、

教科書とともに学校教育に参加することを正式に認めたのである。［…］(19)

（［　］内の注記は引用者によるもので、［…］は省略を表す。以下同じ）

　この記述で注目したいのが大事典における「学校放送」の範囲である。小項目〔学

校放送の発展〕における国民学校令にかんする記述から、扱っているのは小学校

むけの学校放送のみであることがわかる。このことは大事典の他の項目の内容か

ら補強することができる。項目「学校放送番組」には、以下の記述がある。

〔意義〕学校放送番組とは、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒を対象

にして、その学習に役立つよう、学習基準にのっとって計画的に放送する番

組のことをいう。(20)

　学校放送の境界を明示しているこの記述は「小学校、中学校、高等学校」とい

う戦後新たに作られた学校教育制度を前提とした、1971 年現在における「学校

放送」の定義である。このことをふまえて先ほど引用した「学校放送の歴史」の

記述をみれば、大事典では過去を扱うときにも同様の考え方がなされていること

がわかる。文中で扱われているのはあきらかに戦前・戦中期の「小学校」むけの

学校放送のみなのだ。一方で、同時期における青年学校放送は「青年放送」の項

目において、学校放送とは別の領域に属する形態のものだと記述されている。

［青年放送とは］青年を対象にして企画・制作されている番組をいう。［…］

1935 年～ 36 年にかけて＜青年学校の時間＞や＜勤労青年の時間＞が開始さ

れるにいたってその基礎が確立した。(21)

　すなわち大事典では小学校むけのものを学校放送と、青年学校にむけたものを

青年放送として、明確に区別して扱っていることがわかる。しかも引用した箇所

からあきらかなように、1935 年の時点においてすでに、小学校むけの放送と青

年学校向けの放送は別の領域だったという認識が表明されているのである。学校
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放送を管轄する教養部の部長だった小尾範治が 1937 年に「学校放送には、小学

校向け放送だけではなく青年学校向け放送も含まれる」と明言していたにもかか

わらず (22)、青年学校への放送番組は「学校放送」の歴史から切り離されたのだ。

そして、1935 年に小学校むけの番組として開始され、1941 年に国民学校令によっ

て正式な教材として位置づけられた「学校放送」のみが 1971 年現在の学校放送

につながっているというのが、大事典で記述された「学校放送の歴史」なのである。

3.2. 当事者による回顧の肯定

　一方で、大事典の項目「学校放送の歴史」における記述には、西本三十二を中

心とした制作関係者による回顧的な記述の影響をみて取ることもできる。とくに

〔前史〕の小項目にあるつぎの 3 点、すなわち 1）文部省が学校教育を強く統制

していた、2）教師が教科書中心の教育方法に固執していた、3）日本放送協会は

学校教育のための放送に消極的だった、と解説している箇所はそれが強く示され

ている部分といえる。また、大事典では〔前史〕と〔学校放送の誕生〕との連続

性が見いだせない。学校放送を取り巻く不利な状況が存在していたにもかかわら

ず、いかにそれらの状況を改善しようとしたのかという過程が省略されて、突然、

1933 年の大阪での実験放送と 1935 年の全国放送の開始という事実のみが登場し

ているのだ。紙幅の都合という可能性も否定はできないが、この部分も放送が開

始できたことを「奇跡的」だったと表現しながらもそこに至る経過については言

及しないという、西本らによる当時の回顧の焼き直しと捉えることができよう。

　ところで、西本ら制作関係者の証言は大事典においてはじめて肯定されたわけ

ではない。最初期の学校放送の関係者のひとりである櫛部直人は 1933 年の大阪

での実験放送をひきあいにしてつぎのように振り返っている。

しかし送り手側の当時の BK［大阪放送局］当事者のご苦労はなみたいてい

のものではなかった。ことに番組制作から利用指導まで一手に引き受けて、

文字どおり孤軍奮闘された。当時の BK 教養課長西本三十二氏のご努力には

はたで見る目も涙ぐましいものがあった。西本先生のこうした熱意と、たゆ

まざる努力があったればこそ、わが国の学校放送は正しく芽ばえたし、今日
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の輝かしき実を結んだものと思う (23)。

　つまり最初期における制作関係者の行動は、「熱意」や「たゆまざる努力」に

よる番組制作と利用指導の具体的な内容が必ずしも明確ではないにもかかわら

ず、放送局関係者によって正当なものとして評価されていたと把握することがで

きるのだ。そのため大事典は、すでに放送局内部において肯定されていた西本ら

の行動と、そこから生じる歴史認識を対外的に表明したものだと把握できるので

ある。

4. 大事典の目的と機能

4.1. 祝祭性

　では、ここまで取りあげてきた記述を通して構築された過去の姿は、大事典に

記載されることによっていかなる機能を果たしたのだろうか。またそれは、後の

研究にいかなる影響を与える可能性をもっていたのだろうか。この点を、大事典

制作の背景をふまえて考察したい。

　まず注目したいのが、大事典が祝祭性を強く帯びていたという点である。大事

典は小学校、中学校、高等学校の教師を中心として結成された研究組織である全

国放送教育研究会連盟と、学校放送の研究と普及促進のための組織である日本放

送教育協会の結成 20 周年記念として刊行された。そのため企画の段階から記念

的、祝祭的な側面があったのである。付言すれば、小学校における学校放送の利

用率は 1971 年の時点で 90％に迫り、最盛期を迎えようとしていた (24)。この点も

祝祭性を強める要素となったと思われる。

　このとき、結果として重要な機能を果たしたと考えられるのが、ラジオ学校放

送の範囲が限定され、青年学校むけの放送番組が含まれなくなったという点であ

る。青年学校には軍事教練を徹底して戦時下の国民を養成するという側面があり、

戦争が拡大するにつれその傾向は強くなったとされる。青年学校を中心に進めら

れた、特定の集団が同一の目的をもって集団でラジオ番組を視聴するという団体

聴取の取り組みは、当初は青年学校において青年学校放送を集団で聴取する活動
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として進められたが、後に学校放送の枠を超えて全ての放送を全国民の生活に導

入する手段となっていく。そのため部分的であったとしても青年学校むけの放送

が軍国主義教育の徹底に関与したという指摘を免れることはできない。そのため

大事典において、反省を呼び起こし祝祭性に陰影を与えかねない過去が「学校放

送」から切り離されたことによって、間接的に祝祭性が高められることになった

と考えることができるのだ。

　そして、その代わりに採用されたのが、放送局内外から冷遇されながらも制作

関係者の努力によって制作と放送が継続できたという苦労の物語であり弱者の抵

抗の物語であった。過去の苦労が大きければ大きいほど「現在」すなわち 1971

年における繁栄は強調され祝祭性は強まる。そのため限定的な歴史認識は、二重

の意味で祝祭性を増幅させる機能を有することになったと把握することができ、

大事典の記述として適したものになっていたと考えることができるだろう。

4.2. 記述の正統性

　祝祭性の他にも、大事典の出版にはより積極的な意味があったことが指摘され

ている。研究誌の編集者として戦後の学校放送にかかわり、大事典の執筆者でも

ある古田普行は、この時期に編集・出版された理由として番組の利用率の上昇と

いう要因に加えて、利用者による研究組織が転換期を迎えようとしていたこと、

学校放送を利用した教育すなわち「放送教育」が教育工学に接近しようとしてい

たことの 2 点があったことを指摘している (25)。

　学校放送の利用率の上昇とは、新規の利用校と番組利用の初心者の教員の増加

と換言できる。そのため彼らに対して、子どもの発達段階に即した利用方法の研

究と、それにもとづいた実践を開発していく必要性が高まったのだ。それに伴

い、教員を主体とした放送教育の研究組織の質的な変容が生じた。研究組織とし

てはすでに「教育放送研究会全国連盟」が存在していたが，その主たる目的は利

用の普及促進をはかることであり、そのために運営も地域性を中心としてなされ

ていた。それゆえに、研究組織が目ざすべき目標とのずれが大きくなっていたの

だ。こうした事情から名称を「全国放送教育研究会連盟」に変更し、校種性を軸

としたより実践的な研究組織へと質的な転換がおこなわれた (26)。それは 1969 年
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で，大事典が出版される 2 年前のことだった。組織の質的な変更は、実践・研究

の両面で教育工学的なアプローチに接近しようとする動きにもつながっていたと

考えられる。このころの教育工学について研究者の中野照海は、システムとして

教育事象をとらえ、学習活動全体の中でメディアが果たす役割とその可能性を研

究し、メディア活用による効果的で効率的な授業を一般化させ、生起している教

育問題の解決を志向する特徴をもつ研究領域だと規定した (27)。そのため教育工

学的アプローチは、放送番組の利用を一過的な流行現象として終わらせるのでは

なく、普遍的な教育的価値があるものとして提示し、学校教育の領域における有

効な教育方法であるという認識を確立させるうえで大きな意味をもっていたとい

える。大事典の巻頭でも、教育工学研究の動向を解明して新しい教育方法への要

請に応えることが編集方針だと示されている (28)。そのため新たな研究組織とし

て質的に転換した全国放送教育研究会連盟にとって、大事典は組織の進路を示す

とともに理論的な典拠を与え、活動の正当性を保証するものだったといえるだろ

う。

　この点は対外的にも同様か、あるいはより強く期待されていたと思われる。当

時の放送教育が置かれていた状況をふまえて検討したい。大事典の編集委員を務

めた教育社会学者の馬場四郎は、出版に当たって「すぐれた事典を持つことは、

その世界で市民権を持つことだ」と述べたとされる (29)。すなわち、利用率の増加、

研究組織の再編、新たな学問領域への接近という 3 つの発展的動向が 1960 年代

末から 1970 年代初頭において関連しあいながら同時に進行していたにもかかわ

らず、大事典出版以前の放送教育は教育界において傍流として扱われていたこと

がうかがえる。そのため学校放送の関係者にとって大事典は、放送を活用するこ

との教育的価値を広く知らしめるための重要なイヴェントであったと理解するこ

とができるのだ。

　さらに、大事典の編集および執筆関係者の多様性も、この点に関連して重要な

意味があったと考えられる。制作においては、1971 年当時に全国放送教育研究

会連盟会長だった森戸辰男、制作者から転じて研究者となり日本放送教育学会会

長となっていた西本三十二、文部省の初等教育課長などを歴任し視聴覚教育研究

に携わった坂元彦太郎、心理学者で視聴覚教育にかんする研究も多くおこなった
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波多野完治の 4 名が監修を務めた。そして蛯谷米司、坂元昴ら教育研究者、映画

やラジオ等のメディアの教育利用を積極的におこなってきた小川一郎ら教育関係

者、テレビ学校放送の継続的な利用による子どもの学びの変容を追ったドキュメ

ンタリー番組『山の分校の記録』（1960 年放送）を手掛けた小山賢市など歴代の

学校放送および教育・教養番組の制作関係者、さらに教育行政や放送行政の関係

者、放送機材の企業関係者らも含めて 300 人以上が執筆に携わっている。監修者

と執筆者の専門領域の多様性も、教育界を含めて幅広い分野の権威から協力を得

たという事実を示すことによって放送教育が遍く認知されたことを示す機能を果

たしていたと考えることができる。この機能は大事典における個々の記述におい

ても同様に働くといえる。記されたことの正当性と正統性は、多様な執筆関係者

と彼らの立場や地位によって相互に補完されながら保証されるのだ。放送教育が

それまで市民権を得ておらず、大事典によってそれを獲得しようとしたのであれ

ばなおさら、大事典における記述がもつ正統性の付与という機能は、役割の大き

なものになるといえるだろう。そして本稿の冒頭で述べたように、大事典の目的

は専門用語や概念を明確に解説することだったが、それは「制作者、利用者、研

究者が利用する」(30) ときのためであった。そのため大事典の記述は、以後の番

組制作、実践そして研究のあり方に影響を与えるようになったと考えられるのだ。

5. おわりに‐学校放送にかんする歴史研究の課題

　ここまで論じてきたことから推測するならば、大事典は制作関係者の体験の回

顧による歴史認識の正しさを保証するとともに、戦前・戦中期のラジオ学校放送

の意義や問題点を矮小化することで、それ以上のふみこんだ歴史研究への興味関

心を失わせる機能を果たしてきたとも考えられる (31)。そのため学校放送を歴史

的な文脈から研究する際には、多様な史料を分析して因果関係を類推する作業に

よってこれまで見すごされてきた歴史の側面をあきらかにすることが必要となる

だろう。

　このとき重要になるのが、当事者が語ってこなかった事柄への注目だと考えら

れる。本稿で取りあげたように、小尾は後に当時の状況を回顧して語ってはおら
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ず、述懐している西本も 1935 年以降におこなった具体的な普及促進の活動につ

いて詳らかに論じることはなかった。その理由を、特筆すべき事柄が生じなかっ

たためだと消極的に解釈するのではなく、そうせざるを得ない何らかの理由が

あったからだと考えるのは、けっして非論理的なことではない。西本と小尾の日

本放送協会入局の動きは、放送局と教育行政との間での政治的な工作の結果だっ

た (32)。小尾は文部省社会教育課長から、西本は奈良女子高等師範学校教授から、

それぞれ日本放送協会に入って学校放送の全国放送開始とその後の展開にかんす

る政治的な駆け引きをおこなう役割を担った。つまり小尾と西本には、最初期の

学校放送において主導的に言説を構築しながら多くの人びとを動かしてきたとい

う側面と、放送局対教育行政あるいは放送局対学校という構図のなかに巻きこま

れるかたちで当事者となり、その中でみずからに課せられた役割を果たしていた

という、2 つの側面があったと把握できる。そして後者の視点からみれば、彼ら

もまた動かされた存在なのである。そのため小尾と西本が振り返っていない側面

とは、彼らを動かしていた政治的力学が強く働いていたためにみずから語り得な

かった事柄だと把握することができる。

　小尾と西本を、当事者でありながらも巻きこまれた存在として位置づけたうえ

で彼らの主張と行為の布置を見いだしていくことは、放送メディアと学校教育と

の接近を、教育行政関係者や教師をその体現者あるいは代理人としてみることが

できる学校教育文化と、放送という新たな、しかも教育での利用を一義的な目的

として誕生、発展したのではない文化との衝突と葛藤および受容と排除の過程と

して把握しようとすることである。それは文字文化対映像文化あるいは教育的な

文化対大衆文化 (33) という構図を背景に意識したうえで、そこにおいて展開した

関係者間の力学や駆け引きを解明しようとすることでもある。この視点に立ち，

文献の精査および制作関係者による回顧的な記述の再検討をおこない、これまで

の歴史認識を批判的かつ建設的に再構築して提示することを、今後の研究の要諦

としたい。
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